
 

緊急時支援等の利用に係るフローチャート～短期入所の場合～ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

拠点等機能登録事業所・他市内

の事業所へ受入れ依頼 

①本人の障害状況に応じて調整へ 
②支援区分の取得を検討 

障害福祉サービス 

支給決定あり 

※短期入所決定済み 

やむを得ない措置へ 

市福祉課へ拠点等機能を

利用した受入れについて

報告  

※別紙報告書 
  ※休日・夜間は開庁日

にすみやかに 

短期入所 利⽤ 

障害支援区分 あり 障害支援区分 なし 

本人・家
族等

計画相談
支援事業

所

福祉課障
害福祉係

基幹相談支援
センター 緊急事態 

事故・ケガ・虐待（疑） 

支援会議 

計画相談支援事業所決定  

障害支援区分取得

障害福祉サービス 

支給決定 

障害福祉サービス 

支給決定なし  

※後日、短期入所の追加
申請 

介護者が不在・体調不良 

（措置） 

短期入所 利用 

 

支援会議 

報告書 

支 援 区

分 取 得

が 可 能

なとき 


